
かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は，地域において，国籍や民族など異なる人々が，お互いの文化的な違

いを認め合い，地域社会の一員として共に生きていくような多文化共生社会の実現

を図るため，予算の定めるところにより，在留外国人が住みやすく，また，在留外

国人と地域住民の交流を促進する取組等（以下「補助事業」という。）を実施する

団体等に対し，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その交付につい

ては，鹿児島県補助金等交付規則（昭和63年鹿児島県規則第１号。以下「規則」と

いう。）に定めるほか，この要綱に定めるところによる。

（補助事業者）

第２条 補助の対象者（以下「補助事業者」という。）は次に掲げるすべての要件を満

たす自治会（地縁による団体），特定非営利活動法人，各国友好団体等とする。

(1) 県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。

(2) 一定の規約を有し，かつ，代表者が明らかであること。

(3) 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

(4) 当該年度内に事業が完遂できると認められること。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 宗教活動や政治活動を目的とする団体

イ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦・支持・反対することを目的と

する団体

ウ 暴力団，又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体

（補助対象経費及び補助率）

第３条 補助金の交付の対象経費（以下「補助対象経費」という。）及びこれに対する補助

金額は，次のとおりとする。

補助対象経費 補助金額

補助事業を実施するために直 補助対象経費の10分の10以内の額で，当該補助金に係

接必要となる経費で別表に掲 る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対

げるもの 象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち，消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規

定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

の金額をいう。）(以下「消費税等仕入控除税額」とい

う。）を減額し，10万円を上限（千円未満の端数は切

り捨て）とする。

（補助金の交付申請）

第４条 規則第３条の補助金等交付申請書は，別記第１号様式によるものとする。

２ 規則第３条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は，次のとおりと

する。

(1) 事業計画書（別記第１号様式別紙１）

(2) 収支予算書（別記第１号様式別紙２）

(3) その他知事が必要と認める書類

３ 補助金等交付申請書の提出期限は，知事が別に定める日とし，その提出部数は１

部とする。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項の規定による条件は，次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった



場合は，速やかに知事に報告し，その指示を受けること。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳，金銭（預金）出納簿

等の帳簿及び契約書，領収書等の証拠書類は，補助事業が完了した日の属する年

度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。

(3) その他，規則，この要綱の定めに従うこと。

（決定の通知）

第６条 規則第６条の規定による補助金等の交付の決定の通知は，補助金交付決定通

知書（別記第２号様式）により行うものとする。

（補助事業の内容等の変更）

第７条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は，次に定めるとおりとす

る。

(1) 補助対象経費又は補助金額の30パーセントを超える増減

(2) 補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は別記第３号様式によるものとし，同項

の規定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書（別記第３号様式別紙１）

(2) 変更収支予算書（別記第３号様式別紙２）

(3) その他知事が必要と認める書類

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は，変更承認の

みを行う場合は変更承認通知書（別記第４号様式）により，変更承認に併せて変更

交付決定を行う場合は変更交付決定通知書（別記第５号様式）により行うものとす

る。

（申請の取下げ）

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は，交

付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

（状況報告）

第９条 知事は，必要があると認めるときは，補助事業者に対して，事業遂行の状況

について報告を求めることができる。

（実績報告）

第10条 規則第13条の補助事業等実績報告書は，別記第６号様式によるものとする。

２ 規則第13条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は，次に掲げる

とおりとする。

(1) 事業実績書（別記第６号様式別紙１）

(2) 収支精算書（別記第６号様式別紙２）

(3) 証拠帳票類の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

３ 第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は，知事が別に定める日とし，その提

出部数は１部とする。

（補助金の額の確定）

第11条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定の通知は，補助金交付確定通知

書（別記第７号様式）により行うものとする。

２ 補助事業者は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税等仕入控除税額が確定した場合には，消費税及び地方消費税の確定に伴う

報告書（別記第８号様式）により，速やかに知事に報告しなければならない。

３ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ

控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

（補助金の交付）

第12条 この補助金は，精算払により交付するものとする。

２ 規則第16条第１項の補助金等交付請求書は別記第９号様式のとおりとする。

（雑則）



第13条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要綱は，令和２年６月22日から施行する。

２ この要綱は，令和３年４月１日から施行する。

３ この要綱は，令和５年５月１日から施行する。

別表（第３条関係）

経費区分 経 費 の 内 容

報 償 費 講師等謝金等

旅 費 講師の交通費・宿泊費等

需 用 費 印刷費，消耗品費，材料費等

役 務 費 通信費，運搬費等

使 用 料 等 会場使用料，入場料，貸切バス料金等

そ の 他 その他知事が特に必要と認める経費



別記 

第１号様式（第４条関係） 

番   号 

年  月  日 

 

 

鹿児島県知事       殿 

 

 

申請者 住 所 

団体名 

代表者名              

 

 

  年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付申請書 

 

 

  年度においてかごしま多文化共生社会推進事業を実施したいので，下記

のとおり補助金を交付くださるよう，鹿児島県補助金等交付規則第３条及びか

ごしま多文化共生社会推進事業補助金交付要綱第４条の規定により，関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額 金                      円 

 

２ 関係書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ その他必要な書類 

 



第２号様式（第６条関係） 

番   号 

年  月 日 

 

殿 

 

 

鹿児島県知事      印 

 

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付決定通知書 

 

 

年 月 日付け第  号で申請のあった  年度かごしま多文化共生社会推

進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第４条の規定により下記

のとおり交付することに決定しました。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の額   金        円 

 

２ 交付の条件 

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は，速やかに知事に報告し，その指示を受けること。 

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳，金銭（預金）

出納簿等の帳簿及び契約書，領収書等の証拠書類は，補助事業が完了した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

(3) 上記(1)，(2)のほか，鹿児島県補助金等交付規則及びかごしま多文化共

生社会推進事業補助金交付要綱を遵守すること。 

(4) なお，補助金額の増額を伴う補助事業の内容変更を行う場合は速やかに

連絡すること。 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

番   号 

年  月  日 

 

 

鹿児島県知事       殿 

 

 

申請者 住 所 

団体名 

代表者名              

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金変更申請書 

 

  年  月  日付け 第  号で補助金交付決定通知のあった  年度

かごしま多文化共生社会推進事業を下記のとおり変更したいので，鹿児島県補

助金等交付規則第７条及びかごしま多文化共生社会推進事業補助金交付要綱第

７条の規定により，関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額 金    円（前回までの申請額 金   円） 

 

２ 計画変更の理由 

 

 

３ 関係書類 

⑴ 事業変更計画書 

⑵ 変更収支予算書 

⑶ その他必要な書類 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

番   号 

年  月 日 

 

             殿 

 

鹿児島県知事     印 

 

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金変更承認通知書 

 

 

  年 月 日付け第   号で申請のあった   年度かごしま多文化共生

社会推進事業の変更については，鹿児島県補助金等交付規則第７条の規定によ

り承認します。 



第５号様式（第７条関係） 

 

番   号 

年  月 日 

 

             殿 

 

鹿児島県知事     印 

 

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

  年 月 日付け第   号で申請のあった   年度かごしま多文化共生

社会推進事業の変更については，鹿児島県補助金等交付規則第７条の規定によ

り承認し，下記のとおり変更決定します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の額 金      円 

 

２ 交付の条件 

 



第６号様式（第 10 条関係） 

 

番   号 

年  月  日 

 

 

鹿児島県知事       殿 

 

 

補助事業者 住 所 

団体名 

代表者名              

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日付け 第  号の交付決定通知に基づき  年度かごし

ま多文化共生社会推進事業を実施したので，鹿児島県補助金等交付規則第 13

条及びかごしま多文化共生社会推進事業補助金交付要綱第 10 条の規定により，

関係書類を添えてその実績を報告します。 

 

関係書類 

 

１ 事業実績書 

 

２ 収支精算書 

 

３ 証拠帳票類の写し 

 

４ その他必要な書類 

 



第７号様式（第 11 条関係） 

 

番   号 

年  月  日 

 

              殿 

 

 

鹿児島県知事       印 

 

 

 

  年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付確定通知書 

 

 

  年  月  日付け第  号で実績報告のあった   年度かごしま多

文化共生社会推進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第 14 条の

規定により，下記のとおり確定しました。 

なお，補助金に係る消費税及び地方消費税相当額に係る仕入控除税額が確定

した場合には，別紙第８号様式により速やかに報告してください。 

 

 

記 

 

 

交付確定額 金        円 

 



第８号様式（第 11 条関係） 

番   号 

年  月  日 

 

 

鹿児島県知事       殿 

 

 

補助事業者 住 所 

団体名 

代表者名              

 

  年度消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書 

 

かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付要綱第 11 条第２項の規定によ

り，下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金額（知事が確定通知書により通知した額）         

                         円 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

                         円 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額 

                         円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

                         円 

 

 

 ※別紙として積算の内訳を添付すること。 

 ※課税事業者の場合であっても，単純に補助金の消費税相当額が消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額による減額等の対象額ではない。 

 



第９号様式（第 12 条関係） 

番   号 

年  月  日 

 

鹿児島県知事       殿 

 

 

補助事業者 住 所 

団体名 

代表者名              

 

 

年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金交付請求書 

 

年  月  日付け 第  号の交付確定通知書に基づく   年度 

かごしま多文化共生社会推進事業補助金を交付くださるよう鹿児島県補助金 

等交付規則第 16 条の規定により，下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額 金       円 

 

総 額  

前回までの交付額  

今 回 請 求 額  

未 請 求 額  

 

預金口座 

銀行 本店・    支店 

普通・当座 

口座番号  

フリガナ 

名義人 

 


